
 株式会社埼玉りそな銀行の木材利用の促進に関する構想
建築物等への県産木材の利用促進や普及活動等を行うことにより、県産

木材の利用拡大に貢献すると共に、りそなグループが「2030年SDGs達成に向

けたコミットメント」で掲げる地域経済の活性化や低炭素および循環型社会の
実現に貢献する。

 株式会社埼玉りそな銀行の構想の達成に向けた取組の内容
・建築事業者や建築予定者向けに、県産木材利用の意義やメリットについ
て情報発信
・県産木材の製品の情報発信等
・県産木材を一定割合以上使用した建築物を優遇対象とした住宅ローン商
品を提供し、県産木材の利用を促進

 構想の達成のための埼玉県による支援
・活用可能な補助事業等の情報提供
・定期的な情報交換
・株式会社埼玉りそな銀行の取組の情報発信

株式会社埼玉りそな銀行 × 埼玉県

埼玉県産木材に関する建築物木材利用促進協定

協定締結日：令和５年９月１３日
有効期間：協定締結日から令和９年３月３１日
対象区域：埼玉県

株式会社埼玉りそな銀行は、建築物等への埼玉県産木材の利用促進や普及活動等を行うことにより、「埼玉県5
か年計画～日本一暮らしやすい埼玉へ～」に掲げられた埼玉県産木材の利用拡大に貢献すると共に、りそなグ
ループが「2030年SDGs達成に向けたコミットメント」で掲げる地域経済の活性化や低炭素および循環型社会の実
現のため、埼玉県と協定を締結しました。
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